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新株予約権等の状況

①　当事業年度末日における新株予約権の状況

名称
（決議日）

新株予約権
の数

目的となる
株式の数

発行価額
権利行使
価額

行使の
条件

権利行使期間

第１回新株予約権
(2008年９月18日)

31個
普通株式
3,100株

1個当たり
100円

1株当たり
1円

（注）1
2008年９月20日から
2038年９月19日まで

第２回新株予約権
(2009年７月16日)

51個
普通株式
5,100株

1個当たり
100円

1株当たり
1円

（注）1
2009年７月18日から
2039年７月17日まで

第３回新株予約権
(2010年７月16日)

69個
普通株式
6,900株

1個当たり
100円

1株当たり
1円

（注）1
2010年７月21日から
2040年７月20日まで

第４回新株予約権
(2011年７月15日)

88個
普通株式
8,800株

1個当たり
100円

1株当たり
1円

（注）1
2011年７月20日から
2041年７月19日まで

第５回新株予約権
(2012年７月13日)

135個
普通株式
13,500株

1個当たり
100円

1株当たり
1円

（注）1
2012年７月20日から
2042年７月19日まで

第６回新株予約権
(2013年７月12日)

138個
普通株式
13,800株

1個当たり
100円

1株当たり
1円

（注）1
2013年７月19日から
2043年７月18日まで

第７回新株予約権
(2014年７月14日)

109個
普通株式
10,900株

1個当たり
100円

1株当たり
1円

（注）1
2014年７月19日から
2044年７月18日まで

第８回新株予約権
(2015年７月９日)

147個
普通株式
14,700株

1個当たり
100円

1株当たり
1円

（注）1
2015年７月22日から
2045年７月21日まで

第９回新株予約権
(2016年７月７日)

141個
普通株式
14,100株

1個当たり
100円

1株当たり
1円

(注) 1
2016年7月21日から
2046年7月20日まで

第10回新株予約権
(2017年７月７日)

173個
普通株式
17,300株

1個当たり
100円

1株当たり
1円

(注) 1
2017年7月22日から
2047年7月21日まで

（注）１.新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、取締役（監査等委員を除く）は取締役（監査等委員を除く）、取締役（監査等委

員）は取締役（監査等委員）の、それぞれの地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に

限り、新株予約権を行使できることとします。

２.新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、100株であります。

②　当事業年度末日における当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

名称

取締役
（監査等委員を除く）

取締役
（監査等委員）

新株予約権の数及び目
的となる株式の数

保有者数
新株予約権の数及び目
的となる株式の数

保有者数

第１回新株予約権 31個 (3,100株) １名 - -

第２回新株予約権 51個 (5,100株) １名 - -

第３回新株予約権 69個 (6,900株) ２名 - -

第４回新株予約権 88個 (8,800株) ２名 - -

第５回新株予約権 135個(13,500株) ２名 - -

第６回新株予約権 138個(13,800株) ２名 - -

第７回新株予約権 109個(10,900株) ２名 - -

第８回新株予約権 108個(10,800株) ２名 39個(3,900株) ３名

第９回新株予約権 96個 (9,600株) ２名 45個(4,500株) ４名

第10回新株予約権 130個(13,000株) ３名 43個(4,300株) ４名
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（１）業務の適正を確保するための体制についての決議の内容の概要

　会社法第362条第５項に基づき、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必

要なものとして法務省令で定める体制（内部統制システム）の整備基本方針を定めました。

　本内部統制システムは、確実に実施するとともに、本システム及びそれに関する社内規程等は必要に応じた見

直しを行い、効率的で適法な企業体制の維持・改善を図るものとします。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①-1 当社は、「金銭の赤字は出しても信用の赤字は出すな」の社是のもと、法令遵守、公平・公正、社会倫理

に反する行為の禁止、風紀・秩序の維持、差別の禁止、違反についての是正措置などの基本姿勢を定め、

取締役及び使用人はその内容を遵守すべく、周知徹底を図るものとします。

①-2 職場での企業倫理等に関する相談窓口及び「コンプライアンス委員会」を当社に設置し、当委員会は、

（ア）当社及び子会社から成る当社グループの遵法体制・倫理体制の構築と、これらの状況把握、（イ）

企業倫理に関する内部監査の結果について各執行部門へ指導・助言、（ウ）企業倫理に関する教育計画、

教育活動についての指導・助言、（エ）社内通報に関する対応について相談窓口へ指導・助言を任務とし

ます。

①-3 当社は、取締役及び使用人に対し、担当部門からコンプライアンス及び法令等に関する定期的な情報の提

供を行い、またコンプライアンスに関する教育・啓発活動を必要に応じて行います。

②　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、株主総会に関する文書、取締役会、その他重要な会議に関する文書、稟議書、契約書、その他取

締役の職務の執行に係る情報が記載された文書（電磁的記録を含む）について、社内規程に従った保存、管

理を行います。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、経営リスク、事故・自然災害リスク、政治・経済・社会リスクを適切に管理するため、平常時に

おける全社的なリスクマネジメント推進及び緊急時におけるリスク対策につき社内規程を定め、体制を整備

します。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

④-1 当社は、執行役員制度を採用し、業務の執行と監督の分離を図ります（2006年６月29日付で執行役員制度

導入）。取締役会は、経営の意思決定と取締役及び執行役員の業務執行状況の監督を行います。

④-2 当社は、取締役及び使用人の各職位に関する職務内容及び責任権限並びに各組織単位の業務分掌を社内規

程に定め、効率経営を行うとともに、それに従った職務責任体制で業務が行われているか定期的に内部監

査を行います。

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

⑤-1 当社は、当社及び子会社から成る当社グループが相互に協力し、ともに企業価値の向上を図るために管理

体制を整備し、子会社に対する支援及び経営指導・監督、管理を行います。

⑤-2 当社は、当社及び子会社から成る当社グループ全体の業務の適正性を確保するため、各子会社に事業内

容、規模等を考慮した内部統制システム構築の基本方針に沿った内部統制システムを整備させ、当社の担

当部門はその状況を確認します。

⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並び

に当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性及び監査等委員会の指示の実効性確

保に関する事項

⑥-1 当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことの必要性が生じた場合、若しくは監査等委員

会から求めがあった場合には、監査等委員会と協議のうえ合理的な配置を行います。
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⑥-2 上記使用人を置くに至った場合、当該使用人に対する指揮命令権は監査等委員会に帰属するものとし、評

価、賃金、異動等の人事事項は事前に監査等委員会の同意を得た上で決定します。当該使用人への必要な

調査権限の付与等を行い、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保す

るとともに監査等委員会の指示の実効性を確保します。

⑦　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委

員会への報告に関する体制並びにその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

⑦-1 当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が職務執行の状況について監査等委員会に

定期的に報告を行い、また、当社及び子会社から成る当社グループの重要事項については、子会社から報

告を受けた取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人、若しくは子会社の取締役及び使用人か

ら、都度、当社監査等委員会に報告を行う体制を整備します。

⑦-2 前項に関わらず、監査等委員会は当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、必要に応じて随時報告を求

めることができるものとします。

⑦-3 内部監査部門及び管理部門がその業務の補助を行う体制を整えます。

⑦-4 第１項及び第２項による報告をした者は、不利な取り扱いを受けないことを社内規程に定め、適正に運用

します。

⑦-5 監査等委員である取締役は、その職務の執行について生じる費用を当社に対して請求できるものとしま

す。

⑧　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

⑧-1 当社は、反社会的勢力には断固とした姿勢で臨み、不当な要求を受けた場合には毅然とした態度で対応し

ます。

⑧-2 当社は、平素より関係行政機関、弁護士等からの情報収集に努め、事案の発生時には速やかに対処できる

体制を構築します。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、2015年６月26日付で監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員である取締役（社外取締役を含む）

に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナン

ス体制の更なる充実を図っております。業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

①　コンプライアンス

①-1 当社グループの倫理規範や行動指針については、研修や社内掲示のほか、日常の職場指導において活用

し、周知徹底を図っております。また、コンプライアンスに関する理解や遵守すべき法令等についても、

研修等を通じて教育を行っております。

①-2 内部通報制度を整備し、全ての役職員の職務執行における不正行為又は法令若しくは定款・社内規程に違

反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実について、通常の職制ルートを介さず、直

接コンプライアンス委員会、内部監査室、監査等委員会又は外部弁護士事務所に報告できる体制を敷いて

運用しております。

②　リスク管理

②-1 事業継続計画（ＢＣＰ）等に係る各種の社内規程を整備するとともに、防災訓練の実施などＢＣＰが有効

に機能するよう必要な対応を行っております。

②-2 製品・サービスの品質に関する諸問題について、年２回開催の品質委員会において、再発防止、予防処

置、製品の改善等を審議し、当社の品質マネジメントシステムが有効に機能しているか確認しておりま

す。また、環境マネジメントシステムを導入し、環境関連の法令違反防止や消費エネルギー削減及び高効

率ポンプ等の環境貢献製品の開発・提供によるＣＯ2削減に取り組んでおり、環境マネジメントシステム

の妥当性・適合性及び有効性を審議するため環境委員会を年２回開催しております。

②-3 サイバー攻撃への備えなど情報セキュリティの強化に向け、研修や社内連絡を通じてルールの再確認と周

知徹底を図っております。
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③　効率的な職務執行体制

③-1 執行役員制度の導入により、経営における監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の責任と役割

を明確にするとともに、経営監督機関としての取締役会と、経営の執行に係る最高協議機関としての執行

役員会をそれぞれ設置し、取締役会は原則として毎月１回、執行役員会は原則として毎週１回開催してお

ります。

③-2 全ての役職員は組織業務分掌規程等の社内規程に則った業務運営を行うとともに、内部監査室による業務

監査や財務報告に係る内部統制の有効性に係る監査を行っております。

④　グループ内部統制

当社グループ各社から営業成績、財務状況その他重要な情報の報告を適宜受けるとともに、管掌する執行

役員等を明確にして子会社に対する支援及び経営指導・監督、管理を行っております。さらに、海外子会

社については、社内関連部門と連携して管理上必要な統制、調整及び指導を行っているほか、ＴＧＴ（ト

リシマ・グローバル・チーム）ミーティングを開催し、各社の経営戦略に基づく経営計画や経営成績の進

捗状況等について審議しております。

⑤　監査等委員会

　監査等委員会は、当事業年度において11回開催し、監査計画の策定、監査結果の確認、会計監査人・内

部監査室とのコミュニケーション、会計監査人の評価等を行っております。

　監査等委員である取締役は、取締役会へ出席して、意思決定の妥当性・適正性を確保する観点から発言

するとともに、常勤の監査等委員である取締役は、執行役員会、品質委員会、環境委員会等の重要な会議

に出席し、必要な情報の収集を行っております。

　また、会計監査人及び内部監査室と定期的に会議を開催するとともに、必要に応じて随時コミュニケー

ションをとっております。これらの活動を通じて、当社グループの重要事項についての情報交換を行って

おります。

－ 4 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況



会社の支配に関する基本方針

（1）　基本方針の内容

当社は、株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、特定の者による

当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資す

るものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規模買付提案

に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えています。

ただし、株式等の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けること

ができない可能性があるなど、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、

当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされる

ために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のた

めに、必要かつ十分な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考え

ています。

（2）　基本方針の実現のための取組みについて

当社は、明らかに当社グループの企業価値あるいは株主の皆様の利益を害すると判断される買収行為に対

しては、第127回定時株主総会におきまして、以下の取組み（事前警告型買収防衛策）を行うことを決議し、

第136回定時株主総会において一部変更を加え、第139回定時株主総会において継続の承認（以下「現プラ

ン」といいます。）をいただいております。

①現プランは、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け、又はこれに類似する行為（ただし、当

社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付行為」といいます。）がなされる

場合を適用対象とします。大規模買付行為を行い、又は行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）

は、予め現プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

　(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

　(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係

者の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

②買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規

模買付行為に際して現プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明

書」といいます。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

③上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、当社に対して、大規模

買付等に対する株主及び投資家の皆様のご判断、並びに当社取締役会の評価・検討のために必要かつ十分

な情報（以下「本必要情報」といいます。）を日本語で提供していただきます。

　なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については速やかに開示

し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると

認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。

　また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨

を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いた

します。

④当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付行為の評価の難易

度等に応じて、一定の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための

期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定し、速やかに開示いたします。

　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買

付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向

上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、こ

れらの検討等を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者

等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、

買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株

主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。

⑤当社取締役会は、上記④の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行う

ものとします。
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　(ⅰ)買付者等が現プランに定める手続きを遵守しなかった場合、又は、買付者等による大規模買付行為が

当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合

　当社取締役会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合、又は、買

付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものと認められ、

かつ対抗措置の発動が相当と認められる場合には、例外的措置として、対抗措置の発動の決議を行う

ものとします。

　(ⅱ)買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがある場合

　当社取締役会は、上記(i)に該当しない場合であっても、買付者等による大規模買付行為が当社の

企業価値及び株主共同の利益を損なうおそれがあるものと認められる場合であって、対抗措置の発動

決議を行うことが相当と認められる場合には、対抗措置の内容及びその発動の賛否に関し、株主の皆

様の意思を確認するために下記⑥に定める手続きを行うものとします。

　(ⅲ)買付者等による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうものではないと認め

られる場合

　当社取締役会は上記(ⅰ)及び(ⅱ)に定める場合を除き、対抗措置の不発動の決議を行うものとしま

す。当社取締役会は、上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動である

か不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項につ

いて、情報開示を行います。

⑥当社取締役会は、上記⑤(ⅱ)に該当する場合、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における

株主投票、又は書面投票のいずれかを選択し実施するものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会

又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。

　当社取締役会は、投票基準日確定までに、株主意思確認総会又は書面投票のいずれによって株主意思の

確認を行うのかを決定するものとし、決定内容を速やかに情報開示いたします。また、当社取締役会は、

株主意思確認総会又は書面投票を実施した場合には投票結果その他当社取締役会が適切と判断する事項

について、速やかに情報開示を行います。

⑦当社取締役会が上記⑤の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後、又は発動後においても、(ⅰ)買付者

等が大規模買付行為を中止した場合、又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係

等に変動が生じ、かつ当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が

相当でないと認められる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行う

ものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が

適切と判断する事項について、情報開示を行います。

⑧大規模買付等の開始時期

　買付者等は、上記①から⑥までに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発

動、又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。

⑨現プランにおける対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が上記⑤に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権（以下「本新株予

約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記⑦に記載のとおり、対抗措

置の中止又は発動の停止を決定することがあります。

⑩現プランの有効期間、廃止及び変更

　現プランの有効期間は、2020年６月26日の定時株主総会決議の日から、2023年６月開催予定の定時株主

総会終結の時までの３年間となっております。

　ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において現プランの変更又は廃止の決議が

なされた場合には、現プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当

社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により現プランの廃止の決議がなされた場合に

は、現プランはその時点で廃止されるものとします。

　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又

はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、現プ

ランを修正し、又は変更する場合があります。

　当社は、現プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合には）変

更の内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
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（3）　上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

①当社取締役会は上記（2）の取組みは上記（1）の基本方針に沿ったものであり、上記(2)⑤(ⅰ)の場合を

除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置の発動について株主の意思を直接確認するもので

あることから株主共同の利益を損なうものではないと判断します。

②当社取締役会は上記（2）の取組みは合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないよう

に設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保していることから、

当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断します。
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
(単位：百万円)

株　主　資　本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,592 7,372 24,656 △1,733 31,888

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △485 △485

親会社株主に帰属する当期純利益 3,353 3,353

自己株式の取得 △867 △867

自己株式の処分 7 136 143

連結範囲の変動 8 256 264

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－

当連結会計年度中の変動額合計 － 15 3,124 △731 2,408

当連結会計年度末残高 1,592 7,388 27,780 △2,464 34,297

その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

非 支 配
株主持分

純 資 産
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為替換算
調整勘定

退 職 給 付
に 係 る
調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 822 △42 310 163 1,253 121 207 33,470

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △485

親会社株主に帰属する当期純利益 3,353

自己株式の取得 △867

自己株式の処分 143

連結範囲の変動 264

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

1,455 △100 △271 595 1,678 △9 60 1,730

当連結会計年度中の変動額合計 1,455 △100 △271 595 1,678 △9 60 4,139

当連結会計年度末残高 2,277 △143 39 758 2,932 112 267 37,609

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　22社　　　株式会社九州トリシマ、酉島ポンプ香港有限公司

酉島エンジニアリング株式会社

TORISHIMA EUROPE LTD.

株式会社クリーンエネルギー五色、酉島ポンプ（天津）有限公司

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS FZCO.

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS EUROPE LTD.

PT.TORISHIMA GUNA INDONESIA､PT.GETEKA FOUNINDO

TORISHIMA EUROPE PROJECTS LTD.

TORISHIMA PUMPS (INDIA) PRIVATE LTD.

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS ASIA PRIVATE LTD.

TORISHIMA (USA) CORPORATION､TORISHIMA AUSTRARIA PTY LTD.

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS THAILAND LTD.

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS (SAUDI ARABIA) LTD.

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS FORMOSA LTD.

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS MALAYSIA LTD.

TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS OF MICHIGAN,LLC.

THK ENGINEERING SOLUTIONS LTD.

TORI-CRYO PUMP REPAIRS LTD.

(2) 非連結子会社の数　２社　　　ICI CALDAIE LTD.

その他１社

　上記２社合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(3) 連結の範囲の変更

　当連結会計年度からTORI-CRYO PUMP REPAIRS LTD.を連結の範囲に含めております。これはTORISHIMA 

SERVICE SOLUTIONS EUROPE LTD.がTORI-CRYO PUMP REPAIRS LTD.の株式の100%を取得したことによります。

　なお、前連結会計年度において連結子会社であったPT.TORISHIMA GUNA ENGINEERINGは、持分に変更はな

いものの、実質的支配要件から外れることとなったため、当連結会計年度末から持分法適用の関連会社と

しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社の数　　　　　　４社　　協和機工株式会社

イオスエンジニアリング　アンド　サービス株式会社

株式会社肥前風力エネルギー開発

PT.TORISHIMA GUNA ENGINEERING

(2) 持分法を適用しない非連結子会社の数　２社　　ICI CALDAIE LTD.

その他１社

　上記２社については、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 持分法適用の範囲の変更

　前連結会計年度において連結子会社であったPT.TORISHIMA GUNA ENGINEERINGは、持分に変更はないもの

の、実質的支配要件から外れることとなったため、当連結会計年度末から持分法適用の関連会社としてお

ります。なお、前連結会計年度まで持分法適用の関連会社であったSMITECH ENGINEERING PTE LTD.は、株

式の一部を売却したことにより、持分法適用の関連会社から除外しております。

－ 9 －

連結注記表



３．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの

　移動平均法による原価法によっております。

②　デリバティブ

　時価法によっております。

③　たな卸資産

　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品及び製品、原材料及び貯蔵品

　移動平均法による原価法によっております。

仕掛品

　個別法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

「建物及び構築物」 10～50年

「機械装置及び運搬具」 ４～17年

「工具、器具及び備品」 ２～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、自社利用ソフトウェアについては、社内による利用可能期間（５年～７年）に基づいておりま

す。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に債権の実情を考慮して計上しております。

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

③　製品保証引当金

　プラント工事等における今後の無償保証工事費用の発生に備えるため、過去の実績に基づいて計上し

ております。

④　工事損失引当金

　受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末における手持受注工事のうち、発生する工事原価の

見積額が、受注額を超過すると見込まれるものについて計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社における役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程（内規）に基づ

く期末要支給見込額を計上しております。
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(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

退職給付に係る会計処理の方法

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益

累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）

その他の工事

工事完成基準

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債、並びに収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めておりま

す。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充た

している場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には、特例処

理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ（ヘッジ手段）………………為替予約

（ヘッジ対象）………………外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

ｂ（ヘッジ手段）………………金利スワップ

（ヘッジ対象）………………借入金

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る

為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　主として、ヘッジ手段とヘッジ対象について、キャッシュ・フローの変動の累計を比較する方法によ

っておりますが、契約の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合については有効性

の評価を省略しております。特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略して

おります。

(8) のれんの償却方法及び償却年数

　のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間（計上後20年以内）で均等償却して

おります。ただし、金額の僅少な場合は、発生時に一括償却しております。

(9) 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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会計上の見積りに関する注記

（１）見積りの内容

　　工事進行基準による収益認識

（２）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　工事進行基準における売上高　　16,812百万円

（３）その他見積りの内容に関する理解に資する情報

　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については、工事進行基準を

適用しております。また、工事進行基準を適用する当連結会計年度末における工事の進捗率の見積もりは、原

価比例法によっております。

　工事原価総額は、契約ごとの実行予算を使用しており、工事着手後の状況の変化による作業内容の変更等を

都度反映しておりますが、工事施工中の事故・災害の発生等による予定外の費用により工事原価総額の見積り

が増減した場合は、当社グループの業績を変動させる可能性があります。

　特に、中近東における大型プロジェクト案件においては、製造・据付・完成に至るまで長期に亘ることも多

く、当該地域における政治的、経済的な社会情勢の変化や日本国内との慣習の違い等による不確実性もあり、

翌連結会計年度に係る連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号　2020年３月31日)を当連結会計年度から

適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。

追加情報

（株式給付信託（ＥＳＯＰ）における会計処理方法）

　当社は、2020年５月26日開催の取締役会決議に基づき、従業員インセンティブプラン「株式給付信託(ESOP)」

を再導入しております。

(1) 取引の概要

　ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)を参考に、わが国の法令に準拠するよう

に設計した従業員の株式保有を促進するスキームであり従業員持株会と信託を組み合わせることで、信託

ファンドは持株会が将来にわたって購入する株式を一括して確保することができ、合わせて従業員の福利

厚生制度の拡充、従業員のモチベーションアップなどの目的を実現することも可能な制度であります。

　当社が酉島製作所従業員持株会(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件

を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる

数の当社株式を、予め定める取得期間内に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社

持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、期間中に取得した株式

数に応じて受益者たる従業員に金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債

務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括

に弁済するため、従業員への追加負担はありません。

(2) 信託に残存する自社の株式

　信託に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務

上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に基づき、総額法を適用しております。

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しておりま

す。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度428百万円、492,300株であります。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価格

当連結会計年度428百万円
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連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

有形固定資産 246百万円

計 246百万円

(2) 担保に係る債務

短期借入金 －百万円

長期借入金 －百万円

計 －百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 18,711百万円

３．たな卸資産及び工事損失引当金の表示

　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

　損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は696百万円（う

ち、商品及び製品1百万円、仕掛品695百万円）であります。

４．財務制限条項

　当連結会計年度末の借入金のうち、シンジケートローン及びタームローンによる金銭消費貸借契約3,000百

万円については、財務制限条項が付されております。

　下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可

能性があります。

(1) 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決

算期の末日、又はローン締結日の属する決算期の直前の決算期における連結貸借対照表における純資

産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額を維持すること。

(2) 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。

　当連結会計年度末の借入金のうち83百万円には借入先との相対による金銭消費貸借契約を締結しており、

財務制限条項が付されております。

　下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可

能性があります。

(1) 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％の金額を

維持すること。

(2) 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 当 連 結 会 計 年 度 末

普 通 株 式 29,512,179株 29,512,179株

２．新株予約権に関する事項

当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式 108,200株

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 0 年 ５ 月 2 6 日
取 締 役 会

普 通 株 式 243百万円 9円 2020年３月31日 2020年６月10日

2 0 2 0 年
 

11 月
 

13 日
取 締 役 会

普 通 株 式 241百万円 9円 2020年９月30日 2020年12月４日

（注）「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度の信託財産として株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金
が、2020年11月13日取締役会の配当金の総額には、５百万円含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基 準 日 効 力 発 生 日

2021年５月14日
取 締 役 会

普 通 株 式 利益剰余金 320百万円 12円 2021年３月31日 2021年６月９日

（注）「株式給付信託（ＥＳＯＰ）」制度の信託財産として株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金
が、2021年５月14日取締役会の配当金の総額には、５百万円含まれております。

金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を

調達しております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、適切な与信管理のもとにリスク低減を図っております。

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変

動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ

は内部規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　2021年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

区 分
連結貸借対照表計上額
（ ※ １ ）

時 価
（ ※ １ ）

差 額

 

(1) 現 金 及 び 預 金 16,799百万円 16,799百万円 －百万円
 

(2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 26,265 26,013 △251
 

(3) 投 資 有 価 証 券 6,482 6,482 －
 

(4) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 (11,440) (11,440) －
 

(5) 短 期 借 入 金 (3,495) (3,495) －
 

(6) 長 期 借 入 金 (13,065) (13,168) 103
 

(7) デ リ バ テ ィ ブ 取 引
 

（※２）

①　ヘッジ会計が適用されていな
　　いもの

22 22 －

②　ヘッジ会計が適用されている
　　もの

(287) (287) －

（※１）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については、（　）で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(2) 受取手形及び売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを

加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(6) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で

割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例

処理の対象とされているものについては（下記(7)参照）、当該金利スワップと一体として処理され

た元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて

算定する方法によっております。

(7) デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され

ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。（上記(6)参照）

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額2,706百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを

見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」

には含めておりません。
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１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,422円14銭

１株当たり当期純利益 126円47銭

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎と

なる普通株式の期中平均株式数については、「株式給付信託（ESOP）」制度の信託財産として、株式給付

信託が保有する当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

１株当たり純資産額の算定上、控除した株式給付信託口（ESOP）が保有する自己株式の期末株式数は492,300

株であり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した株式給付信託口（ESOP）が保有する自己株式の期中

平均株式数は369,661株であります。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
（単位：百万円）

株　主　資　本

資 本 金
資　本　剰　余　金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 1,592 4,610 2,999 7,609

当事業年度中の変動額

剰余金の配当 －

当期純利益 －

自己株式の取得 －

自己株式の処分 7 7

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

－

当事業年度中の変動額合計 － － 7 7

当期末残高 1,592 4,610 3,006 7,617
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株　主　資　本

利　益　剰　余　金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
配 当 平 均
積 立 金

別途積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 398 397 1,400 11,470 3,968 17,633

当事業年度中の変動額

剰余金の配当 △485 △485

当期純利益 2,116 2,116

自己株式の取得 －

自己株式の処分 －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

－

当事業年度中の変動額合計 － － － － 1,631 1,631

当期末残高 398 397 1,400 11,470 5,600 19,265

株　主　資　本 評価・換算差額等

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計自己株式

株主資本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △1,733 25,103 821 △42 779 121 26,003

当事業年度中の変動額

剰余金の配当 △485 － △485

当期純利益 2,116 － 2,116

自己株式の取得 △867 △867 － △867

自己株式の処分 136 143 － 143

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

－ 1,455 △100 1,354 △9 1,345

当事業年度中の変動額合計 △731 907 1,455 △100 1,354 △9 2,253

当期末残高 △2,464 26,011 2,277 △143 2,133 112 28,257

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によっております。

②　その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの

　移動平均法による原価法によっております。

　なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされる

もの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) デリバティブ

　時価法によっております。

(3) たな卸資産

　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

①　商品及び製品、原材料及び貯蔵品

　移動平均法による原価法によっております。

②　仕掛品

　個別法による原価法によっております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

「建物」及び「構築物」 10～50年

「機械及び装置」及び「車両運搬具」 ４～17年

「工具、器具及び備品」 ２～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、自社利用ソフトウェアについては、社内による利用可能期間（５年～７年）に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に債権の実情を考慮して計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

(3) 製品保証引当金

　プラント工事等における今後の無償保証工事費用の発生に備えるため、過去の実績に基づいて計上して

おります。
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(4) 工事損失引当金

　受注工事の損失に備えるため、当事業年度末における手持受注工事のうち、発生する工事原価の見積額

が、受注額を超過すると見込まれるものについて計上しております。

(5) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。

４．重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）

その他の工事

工事完成基準

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

６．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たし

ている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には、特例処理を

採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ（ヘッジ手段）………………為替予約

（ヘッジ対象）………………外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

ｂ（ヘッジ手段）………………金利スワップ

（ヘッジ対象）………………借入金

(3) ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為

替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　主として、ヘッジ手段とヘッジ対象について、キャッシュ・フローの変動の累計を比較する方法によっ

ておりますが、契約の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合については有効性の評

価を省略しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略し

ております。

７．消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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会計上の見積りに関する注記

（１）見積りの内容

　　工事進行基準による収益認識

（２）当事業年度の計算書類に計上した金額

　　工事進行基準における売上高　　14,542百万円

（３）その他見積りの内容に関する理解に資する情報

　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については、工事進行基準を適用

しております。また、工事進行基準を適用する当事業年度末における工事の進捗率の見積もりは、原価比例法

によっております。

　工事原価総額は、契約ごとの実行予算を使用しており、工事着手後の状況の変化による作業内容の変更等を

都度反映しておりますが、工事施工中の事故・災害の発生等による予定外の費用により工事原価総額の見積り

が増減した場合は、当社の業績を変動させる可能性があります。

　特に、中近東における大型プロジェクト案件においては、製造・据付・完成に至るまで長期に亘ることも多

く、当該地域における政治的、経済的な社会情勢の変化や日本国内との慣習の違い等による不確実性もあり、

翌事業年度に係る計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号　2020年３月31日)を当事業年度から適用

し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。
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追加情報

（株式給付信託（ESOP）における会計処理方法）

　連結注記表「追加情報」（株式給付信託（ESOP）における会計処理方法）に記載しているため、注記を省略

しております。

貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 15,719百万円

２．たな卸資産及び工事損失引当金の表示

　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

　損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は696百万円（う

ち、商品及び製品1百万円、仕掛品695百万円）であります。

３．関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債権 1,206百万円

長期金銭債権 1,013百万円

短期金銭債務 630百万円

４．取締役に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 40百万円

５．財務制限条項

　当事業年度末の借入金のうち、シンジケートローン及びタームローンによる金銭消費貸借契約3,000百万円

については、財務制限条項が付されております。

　下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可

能性があります。

(1) 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決

算期の末日、またはローン締結日の属する決算期の直前の決算期における連結貸借対照表における純

資産の部の金額のいずれか大きい方の75％の金額を維持すること。

(2) 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。

　当事業年度末の借入金のうち83百万円には借入先との相対による金銭消費貸借契約を締結しており、財務

制限条項が付されております。

　下記の条項に抵触した場合は、借入先の要求に基づき、期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払う可

能性があります。

(1) 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％の金額を

維持すること。

(2) 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。
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損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 1,962百万円

仕入高 3,193百万円

その他 414百万円

営業取引以外の取引高 69百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当 期 末 の 株 式 数

普 通 株 式 3,333,560株

　当期末の自己株式数には、株式給付信託(ESOP)が保有する自己株式を含んでおります。

　なお、株式給付信託(ESOP)が保有する自己株式は492,300株であります。

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

投資有価証券評価損 157百万円

関係会社株式評価損 659百万円

貸倒引当金 882百万円

賞与引当金 268百万円

製品保証引当金 239百万円

工事損失引当金 279百万円

退職給付引当金 70百万円

繰延ヘッジ損益 63百万円

その他 493百万円

繰延税金資産小計 3,114百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,531百万円

評価性引当額小計 △2,531百万円

繰延税金資産合計 583百万円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △998百万円

固定資産圧縮積立金 △175百万円

繰延税金負債合計 △1,173百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △590百万円

関連当事者との取引に関する注記

１．子会社及び関連会社等

　該当事項はありません。

２．役員等

　該当事項はありません。

－ 23 －

個別注記表



１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,075円12銭

１株当たり当期純利益 79円84銭

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当たり当期純利益の算定上の基礎と

なる普通株式の期中平均株式数については、「株式給付信託（ESOP）」制度の信託財産として、株式給付

信託が保有する当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

１株当たり純資産額の算定上、控除した株式給付信託口（ESOP）が保有する自己株式の期末株式数は492,300

株であり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した株式給付信託口（ESOP）が保有する自己株式の期中

平均株式数は369,661株であります。

連結配当規制適用会社に関する注記

　当社は、連結配当規制適用会社であります。

－ 24 －

個別注記表


